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大和市予防接種費用の助成に関する要綱の一部を改正する要綱 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱（平成２２年大和市告示第６１号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１号中「第３条第１項」を「第５条第１項」に、「一類疾病」を「Ａ類疾病」に、「二

類疾病」を「Ｂ類疾病」に改め、「定期の予防接種」の次に「（予防接種実施規則（昭和３３年厚

生省令第２７号）に規定する間隔において接種するものに限る。）」を加え、同条第３号を削り、

同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１に掲げる予防接種（結核（ＢＣＧ）、ジフテリア・破傷風

（ＤＴ）（２期に限る。）、麻しん・風しん（ＭＲ）、麻しん、風しん、日本脳炎（２期に限る。）

及びインフルエンザを除く。）であって、予防接種実施規則に規定する間隔を超えて接種するも

ののうち、同表対象年齢の欄に掲げる期間内であるもの（以下「行政措置予防接種」という。）

は、助成の対象とする。 

第３条ただし書中「（昭和３３年厚生省令第２７号）」を削り、同条第１号中「である者」を「で

あって、当該医療機関で接種する相当の理由がある者」に改める。 

第４条中「一類疾病」を「Ａ類疾病」に、「第２条第４項」を「第２条第７項」に、「二類疾病」

を「Ｂ類疾病」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

  



別表第１（第２条、第５条関係） 

予防接種助成限度額 

予防接種 限度額 

種類 期別 対象年齢等 

結核（ＢＣＧ） ― 生後１歳未満 ８，７９９円 

ジフテリア・百日せき・破傷風

（ＤＰＴ又はＤＴ） 

１期 生後３月以上３歳未満 ７，０７７円 

３歳以上６歳未満 ５，７１２円 

６歳以上７歳６月未満 ４，９２４円 

ジフテリア・破傷風（ＤＴ） ２期 １１歳以上１３歳未満 ４，６８３円 

麻しん・風しん（ＭＲ） １期 １歳以上２歳未満 １３，６５０円 

２期 ５歳以上７歳未満の者で、小学校就

学前の１年間（小学校就学の始期に

達する日の１年前の日から当該始期

に達する日の前日までの間をいう。

以下同じ。）にあるもの 

１１，９５９円 

麻しん １期 １歳以上２歳未満 ９，８８０円 

２期 ５歳以上７歳未満の者で、小学校就

学前の１年間にあるもの 

８，１９０円 

風しん １期 １歳以上２歳未満 ８，５９９円 

２期 ５歳以上７歳未満の者で、小学校就

学前の１年間にあるもの 

７，２３４円 

日本脳炎 １期 生後６月以上３歳未満 ９，０８２円 

３歳以上６歳未満 ７，７１７円 

６歳以上７歳６月未満 ６，９３０円 

  ２期 ９歳以上１３歳未満 

特例 平成７年４月２日から平成１９年４

月１日までの間に生まれた者であっ

て、１期及び２期の接種が終了して

いない２０歳未満のもの 

 



急性灰白髄炎（不活化ポリオワ

クチン） 

― 生後３月以上３歳未満 １１，６２３円 

３歳以上６歳未満 １０，２５８円 

６歳以上７歳６月未満 ９，４７１円 

ジフテリア・百日せき・急性灰

白髄炎・破傷風（４種混合） 

１期 生後３月以上３歳未満 １２，９５７円 

３歳以上６歳未満 １１，５９２円 

６歳以上７歳６月未満 １０，８０４円 

Ｈｉｂ感染症 ― 生後２月以上５歳未満 ８，８５２円 

肺炎球菌感染症（小児がかかる

ものに限る。） 

― 生後２月以上５歳未満 １１，２６７円 

ヒトパピローマウイルス感染

症 

― １２歳に達する日の属する年度の初

日から１６歳に達する年度の末日ま

での間にある女子 

１５，９３９円 

インフルエンザ ― ６５歳以上の者又は６０歳以上６５

歳未満の者であって、予防接種法施

行規則（昭和２３年厚生省令第３６

号）第２条の２に規定するもの 

費用免除者  

４，３３６円 

費用免除者以外の

者 ２，８３６円 

 

  



附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、公表の日（以下「施行日」という。）から施行し、改正後の別表第１Ｈｉｂ感染

症の項からヒトパピローマウイルス感染症の項までの規定は、平成２５年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表第１の規定は、施行日（Ｈｉｂ感染症、肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイ

ルス感染症は、平成２５年４月１日）以後に第６条の規定により申請する予防接種に係る助成の

額について適用し、それらの日前に同条の規定により申請した予防接種に係る助成の額について

は、なお従前の例による。 


